
保健だより４⽉号 松⼭南⾼等学校定時制
令和７年４⽉８⽇

����新しい年度が始まりました。保健室では、皆さんと健康を保つ⽅法について、
�⼀緒に考えていきたいと思います。１年間、よろしくお願いします。

ほけｎ

  来室するときは
 ●HR担任、教科担任、周りの

  友達になるべく伝えてから、

  来室しましょう。

ほけｎ

利⽤のルール
�●救急処置は、学校の管理下（授業中、部活

 �動中、登下校中など）で起きた当⽇のけが

 �を対象とします。継続的な処置は、家庭で

 �しましょう。

�●体調不良での休養は、１時間程度とします。

�●保健室を利⽤したら、「保健室利⽤票」

 �を渡しますので、HR担任⼜は教科

 �担任に提出しましょう。

  早退するときは
       ●⽣徒のみで早退する場合は、

        家に着いたら、学校へ連絡を

        ⼊れましょう。

検診名�� ⽇ 時 対 象 場 所 備 考

尿検査（⼀次）
４⽉15⽇（⽕）登校後∼18：00

全校⽣徒

定時制職員室前
４⽉16⽇（⽔）登校後∼18：00

尿検査（⼆次）
５⽉９⽇（⾦）登校後∼18：00

⼀次検査陽性者
５⽉29⽇（⽊）登校後∼18：00

⾝体計測�

４⽉16⽇（⽔）17：05∼

全校⽣徒 本館教室等 眼鏡・コンタクトを忘れずに

⼼電図検査� １年次⽣全員
会議室

上下分かれている服装で

貧⾎検査� １年次⽣希望者

内科検診 ４⽉17⽇（⽊）18：00∼ 全校⽣徒 本館１階保健室 ⼀⼈ずつ⼊室

眼科検診
４⽉23⽇�（⽔）18：00∼

�問診票抽出者��
本館１階保健室

アイメイクは控えましょう

⾊覚検査 希望者

⻭科検診 ４⽉24⽇（⽊）17：05∼ 全校⽣徒� 本館１階保健室 ⻭みがきをしてきましょう�

結核検診�� ５⽉12⽇（⽉）18：00∼ １年次⽣全員�� プレハブ教棟前 体操服や装飾のないTシャツで

健康診断が始まります！！

保健室のルール



�

�

 本校では、学校保健安全法第 1 9条により、⽣徒がインフルエンザや新型コロナウ

イルス感染症等の学校で予防すべき感染症にかかった場合、本⼈の療養と他の⽣徒へ

の感染を防ぐため、出席停⽌（⽋席扱いにしない）の措置をとることになっていま

す。医師から感染症の診断を受けましたら、学校へ御連絡いただくとともに、医師の

指⺬により療養をお願いします。

 お⼦様が回復後登校の際には、「感染症による出席停⽌の届」をお渡しします。保

護者が記⼊し、病院の受診が確認できる書類（診療明細書、検査結果等）の写しを添

付の上、速やかに御提出ください。（考査期間中は学校の規定により診断書の提出が

必要です。）

          なお、⼦ ど も 医 療 費 助 成 制 度 に よ り 医 療 費 が 無 料 の お ⼦ 様 は 、

                  病 院 の 受 診 を 証 明 で き る 書 類 が 発 ⾏ さ れ な い ケ ー ス が あ り ま す 。

                  病 院 を 受 診 す る 際 に は 、 受 付 で ⼀ ⾔ 「 診 療 明 細 書 」 の 発 ⾏ を お 伝

                  え し 、 御 対 応 い た だ き ま す よ う お 願 い し ま す 。

 学校の管理下で、災害（負傷、疾病、障害⼜は死亡）が発⽣したときに、災害共済給付（医療

費、障害⾒舞⾦または死亡⾒舞⾦の給付）を⾏う制度のことです。

 給付の対象に該当する場合は、担任や部活動の顧問の先⽣に報告後、保健室へ来てください。

申請に必要となる書類をお渡しします。�

学校の管理下とは�

授業中、休み時間、学校⾏事、部活動中、登下校中など

給付の対象は�

 初診から治癒までの総医療費が5,000円以上（健康保険証を使って本⼈負担分が1,500円以

上）かかった場合。

※ 医療機関を受診の際には、⼦ども医療費助成制度の受給資格証を使⽤せず、⼀旦医療費を⽀

 払っていただき、その後、学校を通じてセンターに申請⼿続きを⾏います。

※ 総医療費が5,000円未満（健康保険証を使って本⼈負担分が1,500円未満）の場合は、⼦ど

 も医療費助成制度を利⽤してください。�

給付の⼿続きについて�

ほけｎ

保�者の�
�へ

保�者の�
�へ

独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センターの
「災害共済給付制度」について

ほけｎ出席停⽌の⼿続きについてのお願い


